
凍結抑制剤の管理について 
 

 

 

１ 凍結抑制剤の納入（注文）について 

 (1) 別途契約する納入業者から納品するものとし、納入形態は25kg/袋×40袋を

フレコンバック入れで納入するものとする。 

 

  (2) 凍結抑制剤の注文については、必要トン数を発注者へ連絡することとする。 

２ 凍結抑制剤の管理について 

(1) 凍結抑制剤は適切に管理し、本受託業務以外には使用しないこと。 

 

(2) 受託者は凍結抑制剤管理簿を作成し、納入数量及び使用数量を把握するこ

と。 

なお、管理簿は月に 1 回監督員に提出し確認を受けること。 

 

(3) 受託業務が完了した場合、凍結抑制剤は原則返却すること。 

ただし、これにより難い場合は監督員と協議すること。 


